
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
と　
き　
３
月
13
日
（
土
）・
14
日

(

日
）・
21
日（
日
）午
前
９
時
～
正
午

●
と
こ
ろ　
役
場
住
民
係

●
問
い
合
わ
せ　
役
場
住
民
係

●
対　
象　
令
和
２
年
度
住
民
税
の
所

得
割
が
非
課
税
で
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

②
療
育
手
帳
Ａ
判
定

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
・
２
級

　
水
巻
ゆ
う
・
あ
い
倶
楽
部
は
、
キ
ッ

ズ
ス
ポ
ー
ツ
や
ダ
ン
ス
を
体
験
で
き
る

お
試
し
会
を
実
施
し
ま
す
。
子
ど
も
の

頃
、
ス
ポ
ー
ツ
を
体
験
す
る
こ
と
は
発

育
に
と
て
も
大
切
で
す
。
お
試
し
で
体

験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
ス
ポ
ー
ツ
・
ダ
ン
ス
体
験
会
】

　
専
門
の
指
導
者
か
ら
縄
跳
び
や
ボ
ー

ル
を
使
っ
た
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
ダ

ン
ス
を
学
べ
ま
す
。

●
と　
き　
３
月
20
日
（
土
・
祝
）
午

前
８
時
30
分
～
11
時

●
と
こ
ろ　
頃
末
小
学
校
体
育
館

時
～
４
月
７
日（
水
）に
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

▽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み

　
人
事
院
試
験
課
☎
（
０
３
）
３
５
８

１
局
５
３
１
１
番

▽
そ
の
他

　
福
岡
国
税
局
人
事
第
二
課
☎
（
０
９

２
）
４
１
１
局
０
０
３
１
番

　
い
こ
っ
と
！
み
ず
ま
き
（
み
ど
り
ん

ぱ
ぁ
ー
く
隣
）
で
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
を

呼
ん
で
ま
る
し
ぇ
を
開
催
。
当
日
は
手

作
り
雑
貨
店
な
ど
も
出
店
し
ま
す
。
詳

し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

●
と　
き　
３
月
20
日
（
土
・
祝
）
午

前
10
時
～
午
後
４
時

●
問
い
合
わ
せ　
役
場
企
画
係

　
令
和
３
・
４
年
度
に
事
務
組
合
が
実

施
す
る
入
札
へ
の
参
加
希
望
業
者
の
登

録
を
受
け
付
け
ま
す
。

●
申
込
方
法　
事
務
組
合
に
郵
送
で
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い

※
申
込
書
は
事
務
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

●
申
込
期
間　
４
月
１
日
（
木
）
～
30

日
（
金
）（
30
日
必
着
）

●
問
い
合
わ
せ　
詳
し
く
は
遠
賀
・
中

間
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合
財
政
係

☎
２
９
３
局
３
５
８
１
番
へ

　
32
人
の
応
募
が
あ
っ
た
中
、
抽
選
を

行
い
10
人
の
当
選
者
を
決
定
し
ま
し
た
。

当
選
者
に
は
「
水
巻
の
で
か
に
ん
に
く

万
能
味
噌
の
甘
辛
セ
ッ
ト
」
を
贈
り
ま

し
た
。

●
当
選
者
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

青
栁
栄
子
・
北
原
け
さ
よ
・
草
野
康

子
・
國
武
和
子
・
小
西
ヒ
デ
子
・
田

崎
健
真
・
成
合
一
子
・
萩
本
純
子
・

藤
田
絵
梨
・
村
上
勝
子

●
問
い
合
わ
せ　
役
場
広
報
係

遠
賀
・
中
間
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合

入
札
へ
の
参
加
希
望
業
者
を
受
付

水
巻
ま
る
し
ぇ
を
開
催

ICO
TTO

!M
IZUM

AKI

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
作
成
手
続

き
を
行
う
と
、
１
か
月
後
に
役
場
か
ら

交
付
は
が
き
が
届
き
ま
す
。
受
け
取
っ

た
人
は
期
限
ま
で
に
、
カ
ー
ド
を
取
り

に
来
て
く
だ
さ
い
。
３
月
は
カ
ー
ド
の

休
日
受
取
専
用
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

平
日
の
受
け
取
り
が
困
難
な
人
は
ぜ
ひ

活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
当
日
は
新
規
作
成
な
ど
、
そ
の
他
の

④
特
定
医
療
費
受
給
者
証

※
障
が
い
児
の
場
合
、
保
護
者
の
所
得

で
判
定
し
ま
す
。

※
入
院・入
所
中
の
人
は
対
象
外
で
す
。

●
受
付
開
始
日　
３
月
25
日
（
木
）

●
持
っ
て
く
る
も
の　
①
～
④
の
手
帳

や
受
給
者
証
の
い
ず
れ
か

※
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
、
代
理
人

の
印
鑑
が
必
要
で
す
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
役
場
障

が
い
支
援
係

●
１
次
試
験
日　
６
月
６
日
（
日
）

●
対　
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人

▽
平
成
３
年
４
月
２
日
～
平
成
12
年
４

月
１
日
生
ま
れ
の
人

▽
平
成
12
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
人
で
、
令
和
４
年
３
月
ま
で
に
大

学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
人
ま
た
は

同
程
度
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
人

●
申
込
方
法　
３
月
26
日（
金
）午
前
９

休
日
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

受
取
専
用
窓
口
を
開
設

あ
な
た
を
待
っ
て
い
ま
す

国
税
専
門
官
試
験

福
祉
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
を

交
付
し
ま
す

遠賀中間休日急病センター
★休日救急医療★ ☎ 282-9919

水巻町役場 ☎ 201-4321
FAX 201-4423

中央公民館 ☎ 201-0401
FAX 201-0411

南部公民館 ☎ 202-2472
FAX 202-2473

子育て
支援センター

☎ 203-5772
FAX 203-5806

ほっとステーション
（児童少年相談センター）

☎ 203-1555
FAX 203-1553

図書館 ☎ 201-5000
FAX 201-0995

歴史資料館 ☎ 201-0999

障害者福祉センター ☎ 201-0794
サクラほーる（高齢者福祉センター）

☎ 201-3344

いきいきほーる
健康課

☎ 202-3212
FAX 202-3621

総合運動公園
・スポーツ振興係
・テニスコート 

☎ 201-4000
☎ 201-5757

北九州市上下水道局
・お客様センター
・西部工事事務所 

☎ 582-3031
☎ 644-7820

INFORMATION

コミュニティ無線 確認ダイヤル
☎ 201-9119

郡内火災発生 確認ダイヤル
☎（0180）999-998

生 活 情 報

●期日前投票
　３月26日（金）～４月10日（土）
　午前８時 30 分～午後８時
●ところ
　役場101会議室

キ
ッ
ズ
ス
ポ
ー
ツ
・
ダ
ン
ス

お
試
し
で
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か

●
対　
象　
５
歳
～
小
学
校
３
年
生

●
費　
用　
３
０
０
円

●
申
込
期
限　
３
月
18
日
（
木
）

●
持
っ
て
く
る
も
の　
飲
み
物
・
タ
オ

ル
・
室
内
シ
ュ
ー
ズ
・
縄
跳
び

【
キ
ッ
ズ
ダ
ン
ス
体
験
会
】

●
と　
き　
４
月
２
日
、９
日
、16
日
、

23
日
金
曜
日
午
後
５
時
～
６
時

●
と
こ
ろ　
総
合
運
動
公
園
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
室

●
対　
象　
小
学
生

●
費　
用　
１
０
０
０
円
（
４
回
分
）

●
申
込
期
限　
３
月
26
日
（
金
）

●
持
っ
て
く
る
も
の　
飲
み
物
・
タ
オ
ル 

【
共　
通
】

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
水
巻
ゆ

う
・
あ
い
倶
楽
部
☎
７
０
１
局
７
７

４
１
番

【
住
民
相
談
員
の
住
民
相
談
】

　
日
常
の
悩
み
を
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
は
電
話
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

●
と　
き　
毎
週
月
曜
日・金
曜
日（
祝

日
は
除
く
）
午
後
１
時
～
４
時

※
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
で
す
。

●
と
こ
ろ　
社
会
福
祉
協
議
会
（
い
き

い
き
ほ
ー
る
２
階
）

【
行
政
相
談
委
員
の
行
政
相
談
】

　
電
話
相
談
の
み
と
な
り
ま
す
。

●
と　
き　
３
月
15
日
（
月
）
午
後
１

時
～
４
時

※
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
で
す
。

【
介
護
支
援
専
門
員
の
介
護
相
談
】

●
と　
き　
３
月
17
日
（
水
）
午
後
１

時
～
４
時

※
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
で
す
。

●
と
こ
ろ　
社
会
福
祉
協
議
会
（
い
き

い
き
ほ
ー
る
２
階
）

【
共
通
事
項
】

●
問
い
合
わ
せ　
社
会
福
祉
協
議
会

　
☎
２
０
２
局
３
７
０
０
番

社
会
福
祉
協
議
会

１
月
12
日
～
２
月
８
日
受
付
分

【
一
般
寄
付
】

株
式
会
社
Ｏ・Ｋ
保
険
事
務
所
様

【
香
典
返
し
寄
付
】

吉
田
三　
　
　
　
故
・
壱
岐
美
津
子
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
岐　
繁
光
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匿
名
１
件

【
介
護
ベ
ッ
ド
寄
贈
】

宗
像
市　
　
　
　
　
　
河
内　
昭
三
様

　
国
は
配
偶
者
や
恋
人
か
ら
の
暴
力
に

悩
ん
で
い
る
人
を
支
援
す
る
た
め
、「
Ｄ

Ｖ
相
談
ナ
ビ
サ
ー
ビ
ス
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
電
話
す
る
と
最
寄
り
の
福
岡

県
相
談
窓
口
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ど
こ

に
相
談
す
れ
ば
い
い
か
分
か
ら
な
い
場

合
、
ま
ず
は
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

●
相
談
電
話
番
号　
＃
８
０
０
８　

（
シ
ャ
ー
プ
は
れ
れ
ば
）

●
費　
用　
通
話
料
が
か
か
り
ま
す

●
問
い
合
わ
せ　
役
場
地
域
協
働
係

社
会
福
祉
協
議
会
の

相
談
事
業

広
報
１
月
10
日
号
新
春
ク
イ
ズ

当
選
者
を
発
表

　地域生活支援拠点等事業とは、障がいのある人の
施設や病院からの地域移行を進めるとともに、本人の
高齢化や障がいの重度化、親亡き後を見据え、住み
慣れた地域で安心して暮らしていくために、関係機関
が協力し切れ目のない支援が行える体制を整備するも
のです。
　中間遠賀１市４町は、障がいのある人の支援を行う
機関と連携し、それぞれが役割を分担して、障がいの
ある人の生活を地域全体で支える体制作りを行ってい
ます。特に、介護者の入院などの緊急時に適切な支
援が行えるように、対象者の事前登録を受け付けます。
●対　象　自宅で生活している障がいのある人
※登録希望者のみ。
●申込方法
　役場障がい支援係窓口で申し込んでください
●持ってくるもの　障害者手帳など障がいがあるこ

とを確認できる書類、印鑑
※申込時、本人の生活状況などの聞き取りを行います。
●問い合わせ　役場障がい支援係

Ｄ
Ｖ
電
話
相
談
「
＃
８
０
０
８
」

一
人
で
悩
ま
ず
相
談
を

有
料
広
告
欄

コロナワクチン情報
　国がコロナワクチン専用の相談
コールセンターを開設しました。
●相談電話番号
　（0120）761-770
●開設時間　午前９時～午後

９時で、年中無休です。
●問い合わせ　健康課

●３月中旬以降
　町専用の相談・予約
センターを開設
●３月下旬
　高齢者にワクチン接
種券を郵送。その後、
予約受付を開始
●４月中旬以降
　接種開始
●接種場所
　いきいきほーる

町
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
（
予
定
）

地域生活支援拠点等事業地域生活支援拠点等事業

障がいのある人を障がいのある人を地域で支えよう地域で支えよう

４月11日（日）
福岡県知事選挙

広報みずまき 2021.3.109 8広報みずまき 2021.3.10



■
裏
表
紙
に
あ
る
「
頑
張
っ
て
ま
す
」

の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
新
成
人
の
岩
元

さ
ん
を
取
材
。
小
学
生
の
頃
、
ク
リ

ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
も
ら
っ
た
ペ

ン
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使
っ
て
「
デ
ジ
タ

ル
で
お
絵
か
き
」
を
は
じ
め
る
な
ど
、

自
分
と
の
世
代
の
違
い
を
ズ
シ
ッ
ズ

シ
ッ
と
感
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
一

番
の
ズ
シ
ッ
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ

ゼ
ン
ト
で
も
ら
っ
て
…
と
い
う
点
。

う
ち
に
は
サ
ン
タ
さ
ん
来
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
世
代
が
原
因
で
な
い
！
と
突

っ
込
ま
れ
そ
う
で
す
が
…
。　
（
奥
田
）

■
１
月
10
日
号
で
実
施
し
た
新
春
広

報
ク
イ
ズ
。
多
く
の
申
し
込
み
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
だ
例

年
、
応
募
者
の
９
割
が
全
問
正
解
で

す
が
、今
年
は
半
分
も
い
な
く
て
…
。

折
角
な
の
で
間
違
い
が
多
か
っ
た
問

題
の
答
え
合
わ
せ
を
。
１
つ
、
み
ず

ま
ろ
が
描
か
れ
た
福
祉
バ
ス
は
東
回

り
が
緑
色
、西
回
り
が「
水
色
」で
す
。

桃
色
が
多
か
っ
た
。
１
つ
、
高
齢
者

の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
は
例

年
千
五
百
円
が
今
年
は
「
無
料
」
で

す
。
よ
り
分
か
り
や
す
い
広
報
を
作

ら
ね
ば
と
実
感
し
ま
し
た
。（
近
藤
）

ＷＥＢ広報みずまき 町ホームページでは、最新の「広報みずまき」のほかバックナンバーも楽しめます。https://www.town.mizumaki.lg.jp/

　職場の健康保険に加入している人とその扶養家族
や生活保護受給者、後期高齢者医療保険加入者以外
は、全ての人が国民健康保険に加入する必要があり
ます。
　次のことがあった場合は、14 日以内に届け出をし
てください。

※届け出時、本人確認ができる書類や対象者のマイ
ナンバーが確認できるものが必要です。

ことがら 持ってくる物

加
入
す
る
と
き

他市町村から転入した なし

職場の健康保険をやめた
健康保険資格
喪失証明書職場の健康保険の扶養家族

でなくなった

生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書

子どもが生まれた なし

や
め
る
と
き

他市区町村へ転出した 国民健康保険証

職場の健康保険に加入した
国民健康保険証・
職場の健康保険証職場の健康保険の扶養家族

になった

生活保護を受け始めた 国民健康保険証・
保護開始決定通知書

死亡した
国民健康保険証・
葬儀を行った人の
通帳・印かん・領収
書または会葬礼状

そ
の
他

住所・世帯主・氏名が変わった
国民健康保険証世帯が分かれたり、一緒にな 

ったりした

就学や施設入所で他市町村
に住むようになった

在学証明書・
在所証明書

引っ越した・死亡・出産など
14日以内に届け出を

就職や退職をしたときは
切り替えの手続きを

　国民年金保険料は毎年改定され、令和３年度は月額 
16,610円です。
　４月上旬に日本年金機構から３種類の納付書が届
きます。保険料は、６か月分・１年分をまとめて納付す 
ると割引が受けられます。ぜひ活用してください。
●郵送される納付書の種類
①「毎月」用の納付書 12 枚
②「６か月前納」用の納付書２枚
③「１年前納」用の納付書１枚
※②・③の納付書の金額は、割引が適用されたもので 

す。納付書は金融機関やコンビニで利用できます。
●納付方法と年間割引額

●問い合わせ
▷役場保険年金係☎ 201-4321
▷八幡年金事務所☎ 631-7966

令和３年度の保険料が決定
保険料はまとめて納付がお得

納付方法 年間納付額 割引額
毎　月 199,320 円 0円

６か月前納 197,700 円 1,620 円

１年前納 195,780 円 3,540 円

マリンテラスあしや
入浴助成事業の受付を開始します

　助成を希望する人は事前に登録し、入浴利用者証を受
け取ってください。
●対　象　令和４年３月 31日時点で 65 歳以上の人
●助成額　１回 310 円
※利用時は、別途 300 円の施設利用料が必要です。
●有効期間　４月１日 ( 木 ) から１年間
●申込期間・ところ
▷３月 30 日 ( 火 )、31日 ( 水 )・役場103 会議室
▷４月１日 ( 木 ) 以降・役場高齢者支援係窓口

●助成回数　年度内に 24 回
●持ってくるもの
▷申請者の顔写真１枚（縦４cm×横３cm）
※１年以内に撮影した正面を向き、背景がないものです。
▷保険証や運転免許証など本人確認ができる書類
※同居家族以外が申請する場合、委任状と代理人の本人

確認ができる書類も必要です。
●問い合わせ
　役場高齢者支援係☎ 201-4321

　就職や退職で、自動的に健康保険が切り替
わることはありません。
　届け出が遅れると、さかのぼって保険税を
請求されたり、健康保険で負担した医療費の
返還請求をされたりすることがありますので
注意してください。

●問い合わせ　役場保険年金係☎ 201-4321

庭庭の野良猫を取り締まりの野良猫を取り締まり
超音波装置を貸出中超音波装置を貸出中

環境 station

町の環境情報を発信

町が発注する工事など
入札参加希望者を募集します

　令和３年度・４年度に町が発注する建設工事の入札参
加を希望する「町内建設工事業者」と、町が発注する業
務などの入札参加を希望する「その他業者」の登録を受
け付けます。

●対　象
　町内の土木・建築・舗装・管・水道施設の工事業者で
次のいずれかを満たすこと
▷本・支店いずれかの登記が町内にある法人
▷町内に住んでいる個人事業主
※令和３年度は一斉更新の年度のため、現在登録してい

る業者も再度手続きが必要です。

●対　象　①以外の業者（測量・コンサルタント業者や
町外の工事業者など）

●有効期間　６月１日（火）から２年間
●申込方法　役場管財係窓口か郵送で申し込んでください
※申込書は町ホームページで取得できます。
●申込期間　４月１日（木）～15 日（木）午前８時 30 分 

～正午・午後１時～５時
※郵送の場合、15 日（木）必着です。
●問い合わせ　役場管財係☎ 201-4321

【②その他業者】

【①町内建設工事業者】 【共通事項】

　近年、野良猫が増え、ふん尿や鳴き声への苦情が増 
えています。町では対策として、猫が嫌がる超音波を
発生させる装置（猫よけ機）を無料で貸し出していま
す。15 日間お試しで使ってみて効果があったら、ホー
ムセンターなどで購入してください。
　屋外でみだりにエサを与えると、集まった猫がふん尿 
をしたり、食べ残しにカラスが集まったりするなど、生 
活環境を悪化させる原因となります。猫は室内で飼う
ことを徹底し、野生動物と上手に共存しましょう。
●対　象　町に住んでいる、または事業所がある人
●貸出台数　１台（大きさ 21cm×14cm×13cm）
●持ってくるもの　本人確認ができる書類
●申し込み・問い合わせ　役場環境係☎ 201-4321
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